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2019年 2月 20日 

 

2019 年度 ジェトロ 地域間交流支援（RIT）事業 

本体事業 募集要項 

 

下記のとおり、2019 年度の地域間交流支援（RIT）事業の本体事業の募集についてご案内申し

上げます。ご応募にあたっては、最寄りのジェトロ国内事務所に必ず事前にご相談いただきます

ようお願いします。 

 

１． 地域間交流支援（RIT）事業とは 

RIT 事業は、日本と海外の特定地域間のビジネス交流を支援するという枠組みの中で、研究

会や調査スキーム、ミッションの相互派遣を通じて、地域の中小企業の海外ビジネス展開を

支援する事業です。（詳細は別添或いは以下 URLをご覧ください。） 

https://www.jetro.go.jp/ext_images/jetro/activities/support/rit/pdf/gaiyou.pdf 

 

２． 予算、募集件数、支援期間 

（１） 予算 

1案件あたりのツール実施への年間支援額、人的面での年間支援額は下記の通りです。 

A. 事業費 

ツール国内研究会、海外基礎調査、海外出張調査、ミッション派遣、海外有識者・有力企業招へ

い 

※実施主体・企業の負担総額：ジェトロ負担額を含めた総事業予算の 1/3以上であること 

北米・欧州地域 アジア・その他地域 

最大 300万円 最大 250万円 

【留意事項】 

※ ジェトロが本事業に必要な経費を支出するものであり、国内実施主体へ直接、補助金を 

交付するものではありません。 

※ 2019年度の予算総額および採択件数等により変動する可能性があります。 

 

 

（２） 募集件数  

7件程度 

※上記件数は 2019年度の予算総額等により変更する可能性があります。 

 

 

 

https://www.jetro.go.jp/ext_images/jetro/activities/support/rit/pdf/gaiyou.pdf
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（３） 支援期間 

1年間 

※複数年の事業実施を想定している案件についても、当該期間の実施が確約された

ものではありません。各年度末にレビュー面談を実施し、実施状況、次年度の予算状

況、一定の成果等を確認の上、継続の可否を審査します。 

 

３． 応募の条件 

（１）申請者 

① 地域の集積産業を代表し、中小企業群を取りまとめられる組織であること。（業界団体、

協議会、商工会議所、自治体、コンソーシアム等） 

② 事務局機能を有し、本事業における交流計画の立案・実行を自主的に推進できることや、

英文メールのやり取り等、海外実施主体とのコミュニケーションを含めた事業運営が可

能な体制を整えていること。 

③ 総事業予算の 1/3以上になるよう予算を確保していること。（※） 

※RIT事業費は申請者や参加企業への直接的な補助金ではありません。 

 

（２）参加者 

① 組織の傘下の中心となって本事業に参画するメンバー（コアメンバー）として中小企業が

5 社以上いること。かつ、メンバー及びツール実施参加者の 2/3 以上が中小企業となる

こと。 

② 事業を推進するうえで、リーダーとなる人物が地域に存在し、同人物と連携できる体制

にあること。 

※中小企業定義(中小企業基本法第 2条）http://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm 

 

（３） 海外実施主体 

以下の条件を満たす海外実施主体が交流先地域に存在することが必要です。 

① 申請者と交流先候補の団体（海外実施主体）間で、過去に何らかのコンタクトがあり、双

方で交流の意志が確認できていること。 

② 海外実施主体内に交流を推進する事務局があり、リーダーとなる専門家やスタッフが存

在すること。 

③ RIT 事業の趣旨、スキームを理解しており、商談会のアレンジ等に協力する準備がある

こと。海外実施主体の傘下に具体的な参加者（原則 5社以上の企業）が存在すること。 

 

（４） 目標・戦略の存在 

① 地域間交流を行う目標と具体的な戦略があり、輸出や技術提携、共同製品開発等の成

果が期待されること。 

http://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm
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② 地域間交流を行うための基盤（地域の情報収集や参加企業集め等）ができていること。 

③ RIT 事業支援期間中は一定の成果目標（商談件数、成約件数等）が達成できる見込み

があること。 

 

（５） ジェトロとの協調体制 

最寄りのジェトロ国内事務所及び交流対象地域を所管するジェトロ海外事務所が事業実

施にかかる各種サポートおよび成果把握を行うことを了解している。 

 

４． 応募方法 

（１） 事前のご相談： 

ジェトロ国内・海外事務所との連携が必要な事業です。 

申請前に必ず最寄りのジェトロ国内事務所にご相談下さい。 

（２） 提出先：最寄りのジェトロ国内事務所 http://www.jetro.go.jp/jetro/japan/ 

（３） 提出書類： 

① 申請書（貴団体記入分） [別添③-1] 

② 申請書の別添書類 [別添③-2] 

③ 支出計画詳細 [別添③-3] 

（４） 募集締切：2019年 2月 25日（月）17：00 必着  

 

５． 採択までの流れ 

3月上旬 

 

一次審査※採択基準表[別添①]に基づきジェトロ本部にて書類審

査。 

 国内事務所より申請者に対し一次審査結果通知 

3月 15日（金） 

 

二次審査（外部有識者による諮問会議） 

※一次審査通過者には、外部有識者とジェトロ関係者が出席す

る諮問会議（於：ジェトロ本部）にて、10 分程度のプレゼンテーシ

ョンおよび 20分程度の質疑応答にご対応いただきます。 

3月下旬 採択予定結果発表 

※申請者への通知およびジェトロ HPにて公開。 

※なお、本事業は平成 31 年度予算の補助金事業であること

から、予算の成立および補助金の交付予定日以前におい

ては、採択予定者の決定となり、補助金の交付決定時をも

って採択者とすることとします。 

６． お問い合わせ先 

最寄りのジェトロ国内事務所までお問い合わせください。 

http://www.jetro.go.jp/jetro/japan/ 

http://www.jetro.go.jp/jetro/japan/
http://www.jetro.go.jp/jetro/japan/
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＜別添資料＞ 

別添①  採択基準表 

別添②   地域間交流支援（RIT）事業 紹介チラシ 

別添③-1 申請書（申請団体用）【提出書類】 

別添③-2 申請書（参加企業用）【提出書類】 

別添③-3 支出計画詳細【提出書類】 

別添③-4 支出可能な予算項目とその内訳 

別添③-5 波及効果の考え方 

 


